
 

  

 



 

  

〔生活の場〕 

入所施設 

障害のある方に対し、主として夜間において、入浴、排泄または食事の介
助その他の日常生活上の支援を行います。一施設の定員は 50 名～100
名くらいです。 
【対象者】 
入所の対象となるのは、次の(1)(2)に該当する方です。 
(1)昼間に「生活介護」を利用する方（障害支援区分が区分４以上（ 
50歳以上の場合は区分３以上）である必要があります。）。 
(2)昼間に「自立訓練」又は「就労移行支援」を利用する方であって、入

所しながら訓練を実施することが必要かつ効果的と認められる方、又は
地域におけるサービスの提供体制その他やむを得ない事情により通所に
よって訓練等を受けることが困難な方。 

グループホーム 

障害のある方が世話人の支援を受けながら、地域のアパートやマンショ
ン、一戸建て等で共同生活をする場です。定員は原則 10名以下。主に夜
間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排泄または食事の介
助、その他の日常生活上の援助が受けられます。 
【対象者】 
障害支援区分１以上の方。 

通勤寮 

就労している知的障害者の方に対し、居室その他の設備の利用ととも

に、独立自活に必要な助言及び指導を行う生活の場です。定員は 20 名
程度、２～３年で退寮し、グループホーム等別の場所での生活に移行して
いきます。 

 

〔受けられる支援〕 

ホームヘルパー 

 

ヘルパーが日常生活を営むのに支障のある方の家庭を訪ね、様々なサー
ビスを提供します。 
１.身体の介護に関すること 
食事、排泄、衣類着脱、入浴、身体の清拭・洗髪、通院等の介助 
２.家事に関すること 

調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整とん、生活必需品の買い
物、関係機関との連絡、その他の家事 
３.相談・助言に関すること 
【対象者】 
障害支援区分１以上の方 

自立生活アシスタント

(横浜市のみ) 

地域のアパート、グループホーム等において単身や夫婦で生活している
障害者の方を対象とし、日常の生活に関する支援・助言、職業生活に関
する支援・助言を行います。（横浜市のみが行っている事業です） 

 


